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【平成25年4月開始で契約期間が１年の場合の例】

通算5年を超えて契約更新した労働者が、その契約
期間中に無期転換の申込みをしなかったときは、次
の更新以降でも無期転換の申込みができます。
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無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。
別段の定めをすることにより、変更可能。

無期転換ルールの概要

○ 有期労働契約が繰り返し更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みによ
り、期間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換できるルール。
（労働契約法第18条:平成25年4月1日施行）

※ 通算契約期間のカウントは、平成25年４月１日以後に開始する有期労働契約が対象です。平成25年３月
31日以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間に含めません。
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【契約期間が３年の場合の例】
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